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序     文 
 

 ミャンマー連邦では、ヒト免疫不全ウィルス（HIV）/エイズ、結核、マラリアが死亡数の上位

を占め、重大な疾患として人々の健康を脅かしています。これに対し、ミャンマー連邦政府は各

疾病の国家対策プログラムを設置し対策を進めていますが、人材や資機材を確保する予算が限ら

れているなか、効果的かつ効率的な活動が行われているとはいえませんでした。こうした状況を

かんがみ、日本政府に対して協力の要請がなされ、HIV/エイズ、結核、マラリアを対象として、

国家対策プログラムにかかわるスタッフの技術力、運営能力の向上を通して各疾病対策を強化し、

罹患率・死亡率の低下をめざす「主要感染症対策プロジェクト」が、2005 年 1 月より 5 年間を協

力期間として実施されました。2009 年７月の終了時評価では、各疾病での活動成果が確認され、

プロジェクト目標はほぼ達成しつつある、という結論に至りましたが、他方で、人材不足・予算

不足という主要感染症対策を取り巻く深刻な課題が改めて認識されました。また、2009 年 11 月

には世界エイズ・結核・マラリア対策基金によるミャンマー連邦への支援再開が決定され、これ

まで恒常的にみられた三疾患対策のための必要資機材不足の解消が期待される一方で、このよう

な外部からの多額の支援を受容するための能力強化の重要性が高まっていました。 

かかる状況のもと、独立行政法人国際協力機構は、本プロジェクトによる継続的な支援を行う

ため、協力期間の 2 年間の延長を決定し、これについてミャンマー連邦側と合意文書を交わすと

ともに延長期間の協力内容を策定することを目的として、2010 年 1 月 4 日から同年 1 月 16 日ま

で、協力準備調査団を派遣しました。本報告書は、同調査団が実施した調査及び協議の内容と結

果を取りまとめたものです。 

 ここに本調査にご協力を賜りました関係各位に対し謝意を表するとともに、今後のプロジェク

トの実施・運営に際し、一層のご協力をお願い申し上げます。 

 

平成 22 年 3 月 

 

独立行政法人国際協力機構 
人間開発部長 萱島 信子 
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第１章 協力準備調査の概要 
 

１－１ 調査の背景 

ミャンマー連邦（以下、「ミャンマー」と記す）では、ヒト免疫不全ウィルス（HIV）/エイズ、

結核、マラリアの三大感染症が、患者数及び死亡数の上位を占め、人々にとっての大きな脅威と

なっている。これに対し、ミャンマー政府による対策活動が疾病ごとの垂直プログラムを中心に

行われてきたが、体制整備不足・人材不足（能力不足）・資金不足という厳しい状況下にあり、日

本政府に対して技術協力の要請がなされた。2005 年から実施された「主要感染症対策プロジェク

ト」では、疾病ごとにプロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）を

作成し、各疾病対策プログラムのスタッフ能力強化や体制整備を基に、HIV/エイズ分野では輸血

血液の安全性向上と HIV 検査精度管理、結核分野では患者発見率向上のための官民連携

（Public-Private Mix：PPM）推進や検査精度管理、有病率調査への協力等、またマラリア分野で

はコミュニティベースのマラリア対策パッケージの開発とモデル地域での普及活動を行った。こ

れら三疾病を 1 つのプロジェクトとして実施した背景としては、三疾病に共通した課題として、

予防対策のための啓発活動の弱さが指摘され、三疾病対策全般に係る課題として効率的に取り組

む必要性があったこと、疾病ごとにプロジェクトを行うよりもプログラム単位での案件管理が効

果発現のために有効と判断されたこと、さらに政府内の事務手続きに時間を要するミャンマーの

特殊事情をかんがみ、1 つのプロジェクトとすることによって効率性の高い事業運営が見込まれ

たこと、が挙げられる。 

プロジェクト当初の終了予定時期 2010 年 1 月を前に、2009 年 7 月に実施された終了時評価で

は、各疾病対策において活動成果が確認され、プロジェクト目標がほぼ達成されつつある、とい

う結論に至った。他方、プロジェクト活動の積み残し課題のみならず人材の流出・予算不足とい

ったミャンマーの保健セクターを取り巻く恒常的な問題が改めて浮き彫りになり、終了時評価時

に行われたミャンマー側との非公式な協議内容も踏まえて、支援の継続に向けて準備を進めるこ

ととなった。 

かねてよりミャンマー側からは JICA による技術支援の継続の要請が非公式に伝えられていた

が、2009 年 10 月にプロジェクトフェーズⅡの要請書を正式に受け取った。この時点では、プロ

ジェクトフェーズⅠを成功裏に終了させ、終了時評価後の速やかなフェーズⅡ正式採択を経て、

早期にフェーズⅡとして技術支援を継続する方針であった。 

しかしながら、フェーズⅡの正式採択を控えた 11 月に、2010 年に予定されている総選挙の影

響で、2010 年度に新たな R/D を結ぶことが困難になる、との情報がミャンマー側よりもたらされ、

急遽方針を変更することとなった。すなわち、フェーズⅡを開始するために必要な新規 R/D の締

結がミャンマー側の都合で遅延するリスク（過去の別案件の進捗から類推すると、年単位の遅れ

もあり得る）を回避し、フェーズⅠを 2 年延長することで新規 R/D の締結を省き、総選挙が終わ

り、政情が落ち着くと思われる 2 年後に新規 R/D をもってフェーズⅡを 3 年間行うことで、当初

想定されていたフェーズⅡ（5 年間）の実質協力期間を確保することとした。これまでフェーズ

Ⅰで協力してきた成果を減じないためにも、実施中（実施予定）の無償資金協力との補完効果を

発現するためにも、2 年の延長という措置は妥当と判断された。また、2009 年 11 月の世界エイズ.・

結核・マラリア対策基金（Global Fund of to Fight AIDS,Tuberculosis and Malaria：GF）理事会にお

けるミャンマーへの支援再開の決定により、ミャンマー保健セクターの抱える課題のうち三疾病
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対策に必要な薬品及び資機材の確保についてはおおむね解決の方向に向かうことが期待されるよ

うになったが、このような外部からの大量の支援を受容し、支援内容を効果的かつ効率的に活用

していくための能力向上の重要性が高まっており、ミャンマー側からも支援の継続が強く望まれ

ていた。 

かかる状況の下、今般、延長期間開始前の調査として協力準備調査を実施した。ただし、事前

評価は行うが、詳細計画策定調査ではないため、事前評価表は作成しないこととした。また、2010

年 1 月から 2012 年 1 月までは延長期間という扱いであるため、ミャンマー側と既存 PDM を見直

した際には、プロジェクト目標は変更せず、成果レベル以降の変更にとどめ、プロジェクト目標

以上の変更については、来るべきフェーズⅡの詳細計画策定時に行うことを関係者間で合意した。 

また、ミャンマー側との協議にあたっては、日本側の事情を可能な限り説明し、疾病ごとに延

長期間 2 年間分の PDM を作成してミニッツに添付した。エイズ対策についてはフェーズⅡの 3

年間分の PDM、結核対策については延長 2 年間分とフェーズⅡの 3 年間分の合計 5 年間分の PDM

を作成したが、フェーズⅡの正式採択がなされていないため、ミニッツに添付することは避け、

本報告書に含めることで、フェーズⅡ開始前の詳細計画策定調査時に参照されることを意図して

いる。フェーズⅡについては、作成した PDM（HIV・結核）のミニッツ添付を行わないことで公

式な確約を避けたが、上記の経緯を踏まえ、ミャンマー側・日本関係者は実質上フェーズⅡの実

施を前提に協議を進めた。 

 

１－２ 調査の目的 

① 要請内容を踏まえ、延長期間 2 年間のプロジェクトデザイン（実施体制、活動計画等）に

ついてミャンマー側と協議し、今後計 5 年間の協力を前提として現行 PDM の変更及び活

動計画表の作成を行う。 

② 評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）の観点から、プロジェ

クトの事前評価を実施する。 

③ フェーズⅠ延長と今後の見通しを説明し、日本側、ミャンマー側双方で合意した事項を協

議議事録として取りまとめ、署名交換する。 

 

１－３ 調査団員 

担当業務 氏 名 所 属 期 間 

団長・総括 牛尾 光宏 JICA 人間開発部 技術審議役 
2010.1.4 

～2010.1.18 

HIV/エイズ対策 仲佐  保 
国立国際医療センター 国際医療協力局 

派遣協力第二課長 

2010.1.4 

～2010.1.16 

結核対策 岡田 耕輔 
主要感染症対策プロジェクト チーフアド

バイザー 
現地参加 

マラリア対策 小原  博 
国立国際医療センター 国際医療協力局 

派遣協力専門官 

2010.1.4 

～2010.1.16 

評価分析（HIV/エイ

ズ） 
勝亦 菜穂子 JICA 東京国際センター 人間開発課職員 

2010.1.4 

～2010.1.16 
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評価分析（マラリア） 馬部 典佳 JICAミャンマー事務所 企画調査員（保健） 現地参加 

計画協力/評価分析 

（マラリア） 
堀井 由香里 JICA 人間開発部 感染症対策課職員 

2010.1.4 

～2010.1.16 

評価分析（結核） 佐藤 純子 
（株）タック・インターナショナル 主任

研究員 

2010.1.4 

～2010.1.16 

注）同時期に派遣された中村短期専門家（マラリア対策）より本調査への全面的な協力を得た。 

 

１－４ 調査日程 

牛尾団長 中村専門家 小原団員 馬部団員 堀井団員 仲佐団員 勝亦団員 岡田団員 佐藤団員

総括 マラリア マラリア マラリア 計画協力 エイズ エイズ 結核 結核

4 午前

月 午後 ﾔﾝｺﾞﾝ着 ﾔﾝｺﾞﾝ着 ﾔﾝｺﾞﾝ着 ﾔﾝｺﾞﾝ着 ﾔﾝｺﾞﾝ着 ﾔﾝｺﾞﾝ着

5 午前

火 午後 ﾔﾝｺﾞﾝ→ﾈﾋﾟﾄﾞｰ

6 午前 保健局長表敬

水 午後 ﾈﾋﾟﾄﾞｰ→ﾏﾝﾀﾞﾚｰ

7 午前 ﾏﾝﾀﾞﾚｰ結核ｾﾝﾀｰ等 ﾏﾝﾀﾞﾚｰ結核ｾﾝﾀｰ等

木 午後 ﾏﾝﾀﾞﾚｰ→ﾔﾝｺﾞﾝ

8 午前

金
午後

9 午前

土 午後

10 午前

日 午後

11 午前

月 午後

12 午前

火 午後

13 午前

水 午後

14 午前

木 午後

15 午前

金 午後 ﾔﾝｺﾞﾝ→ﾊﾞﾝｺｸ ﾔﾝｺﾞﾝ→ﾊﾞﾝｺｸ ﾔﾝｺﾞﾝ→ﾊﾞﾝｺｸ ﾔﾝｺﾞﾝ→ﾊﾞﾝｺｸ ﾔﾝｺﾞﾝ→ﾊﾞﾝｺｸ

16 午前 ﾔﾝｺﾞﾝ→ﾊﾞﾝｺｸ ﾊﾞﾝｺｸ→帰国 ﾊﾞﾝｺｸ→帰国 ﾊﾞﾝｺｸ→帰国 ﾊﾞﾝｺｸ→帰国 ﾊﾞﾝｺｸ→帰国

土 午後 （ﾏﾆﾗWPRO経由18日帰国）

JICAミャンマー事務所　団内会議

結核ﾁｰﾑ会議

ｴｲｽﾞﾁｰﾑ会議 結核ﾁｰﾑ会議

資料整理

団内会議

ﾏﾗﾘｱﾁｰﾑ会議

NHL

保健局長表敬、NAP

資料整理

ﾈﾋﾟﾄﾞｰ→ﾏﾝﾀﾞﾚｰ

ﾊﾞｺﾞｰ　村落保健ｾﾝﾀｰ→ﾔﾝｺﾞﾝ

ﾏﾝﾀﾞﾚｰ→ﾔﾝｺﾞﾝNHL

JICAミャンマー事務所　団内打合せ

ﾈﾋﾟﾄﾞｰ→ﾔﾝｺﾞﾝ

保健局長表敬、NTP

ﾔﾝｺﾞﾝ→ﾈﾋﾟﾄﾞｰ

日時
(2010年1月)

ﾗｶｲﾝ→ﾔﾝｺﾞﾝ

ﾔﾝｺﾞﾝ→ﾊﾞｺﾞｰ

ﾊﾞｺﾞｰ管区　ﾏﾗﾘｱ対策ﾚﾋﾞｭｰ会議

ﾗｶｲﾝ州保健局長訪問
保健ｾﾝﾀｰ、ﾏﾗﾘｱ罹患ｺﾐｭﾆﾃｨ訪問

ﾗｶｲﾝ州保健局にてﾏﾗﾘｱ対策状況の情報収集

団内会議、ﾔﾝｺﾞﾝ→ﾗｶｲﾝ

ｴｲｽﾞﾁｰﾑ会議

JICAミャンマー事務所　団内会議

NBC

3DF(ｴｲｽﾞ、結核、ﾏﾗﾘｱ)、UNICEF(ﾏﾗﾘｱ)、UNAIDS(ｴｲｽﾞ)、大使館報告

ﾔﾝｺﾞﾝ→ﾈﾋﾟﾄﾞｰ

疾病別ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ（PDM, PO作成）

全体会議、晩餐会

ﾐﾆｯﾂ署名

ﾈﾋﾟﾄﾞｰ→ﾔﾝｺﾞﾝ

疾病別ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ（PDM, PO作成）、全体会議

団内会議

全体会議、疾病別ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ（PDM, PO作成）、ﾐﾆｯﾂ協議

 

 

１－５ 主要面談者 

  氏 名 所属先 

1 Dr. Win Myint DG of DOH 

2 Dr. Saw Lwin Dy DG (Disease Control) of DOH 

3 Dr. Win Maung Director (Disease Control) 

4 Dr. Khin Ohnmar San Program Manager / HIV 

5 Dr. Than Win Program Manager / MLR 

6 Dr. Thandar Lwin Program Manager / TB 

7 Dr. Sao Haun Medical Officer / HIV 

8 Dr. Win Win Mar Assistant Director / TB 

9 Dr. Tin Mi Mi Khing Divisional TB Officer /Ygn 

10 Dr. Bo Myint Divisional TB Officer / Mdy 

11 Dr. Tin Tin Mar Microbiologist / Ygn TB 
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12 Dr. Ne Win Director, NHL 

13 Dr. Khin Yee Oo Head of Virology Dept, NHL 

14 Dr. Latt Latt Kyaw Consultant Microbiologist, NHL 

15 Dr. Eh Htoo Pe Microbiologist, Serology Section, NHL 

16 Dr. Thida Aung Director, NBC 

17 Dr. Myo Thant Divisional AIDS Officer / Ygn 

18 Dr. Tun Min Malariologist / MLR (Bago) 

19 Dr. Sit Thu Aung Medical Officer / TB 

20 Dr. Chan Thar Malariologist /MLR (Rakhine) 

21 Dr. Htay Myint Aung Malariologist / MLR (Magway) 

22 Dr. Aung Thi Assistant Director / MLR 

23 Dr. Moe Zaw Assistant Director / TB 

24 Dr. Htar Htar Oo Assistant Director / TB 

25 Dr. Ko Ko Naing Assistant Director / HIV 

26 Dr. Htin Lin Assistant Director / HIV 

27 Dr. Aye Myat Soe Assistant Director / HIV 

28 Dr. Leonard I. Ortega 
Acting WHO Representative to Myanmar,  
Medical Advisor (Malaria and other mosquito borned diseases)

29 Dr. Ramesh M. Shrestha UNICEF Representative 

30 Dr. Osamu Kunii Chief, Health & Nutrition Section, UNICEF 

31 Dr. Tadashi Yasuda Chief, HIV/AIDS Section, UNICEF 

32 Mr. Attila Molnar Public Health Officer, 3DF 

33 Dr. Nu Nu Aye National Public Health Officer (HIV/AIDS), 3DF 

34 Ms. Aye Yu Soe Public Health Officer, 3DF 

35 Ms. Nang Mo Kham  National Field Support Officer, 3DF 

36 Mr. Sun Gang Country Coordinator, UNAIDS 

37 鈴鹿 光次 在ミャンマー日本大使館 参事官 

38 野村  博 在ミャンマー日本大使館 二等書記官 

39 宮本 秀夫 JICA ミャンマー事務所 所長 

40 齋藤 克義 JICA ミャンマー事務所 次長 

41 川井 理恵子 主要感染症対策プロジェクト（MIDCP) 業務調整員 

42 中村 正聡 MIDCP 短期専門家（マラリア対策） 

43 Mr. U Aye Than Maung MIDCP Project Officer 

44 Dr. G Hkawn Nu MIDCP Assis. Project Officer on TB 

45 Dr. Thida Moe MIDCP Assis. Project Officer on HIV 

46 Ms. Hla Yin Kyaw MIDCP Assis. Project Officer on MLR 

47 Mr. U Zaw Win MIDCP Entomologist 

48 Mr. U Kyaw Than MIDCP PPP Coordinator (PPP-YGN) 
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第２章 ミャンマーにおける主要感染症対策の概況 
 

２－１ ミャンマーの保健システム 

ミャンマーの保健システムは、典型的な中央集権型であり、首都ネピドーの保健省中央レベル

での決定が、州管区、タウンシップ（Township：TS）（人口 10 万人程度の行政区画）に下りるこ

とで保健サービスの提供が行われる。逆に、サービス利用の記録等は、タウンシップ以下のレベ

ルからタウンシップに情報が集約され、州管区（郡）・・という順に上位に集約され、中央に報告

される仕組みとなっている。 

2010 年後半に予定されている総選挙の結果の如何にかかわらず、今後は保健分野での地方分権

化が進められると伝えられているが、現在中央レベルが掌握している人事権や予算配分等を含め

た権限のうち、どこまでが地方に渡されるのか、詳細は定かでない。人事・予算配分権はそのま

まに、これまで中央レベルで行われてきた業務が人材の質・量ともに乏しい地方に振り分けられ

るのみとなった場合は、末端レベルでの仕事量が増加し、既に脆弱な保健システムの機能が更に

停滞することが懸念される。 

ミャンマー保健省において、本プロジェクトに関連する部局は図－1 のとおりである。保健局

長の下、各疾病マネジャーが直接のカウンターパートであり、三疾病に横断的な事項に関しては、

全体を統括する局長及び副局長が重要な役割を果たしている。中央・地方レベルいずれにおいて

も、概して全体の業務量に対する職員配置数は極めて限定的であり、外国人が保健所等の政府施

設を訪問する際に保健省カウンターパートが「リエゾンオフィサー」として同行する政府規則が、

援助者と保健省関係者との情報交換や相互理解に役立つ反面、ただでさえ少ない保健省職員の業

務負荷を大きくしている一面もある。 

 

２－２ ミャンマーの保健状況と保健政策 

子どもの死亡率は、国全体の健康状態を反映する重要な指標であるが、ミャンマーの 5 歳未満

児死亡率は 98（対 1,000 人）とアジア地域では最も高く、世界的にみても下から 35 番目に数え

られる（UNICEF『世界子供白書 2010 特別版』）。これは、ミャンマーの 1 人当たりの保健支出が

43 ドル、対 GDP 比保健支出がわずか 2.3％におさえられており、近隣国と比較しても低い値にと

どまっている点とも密接に関連していると考えられる（表－１）。 

保健医療分野に充てられる政府予算が極めて少ないために、エイズ対策キットや抗結核薬など、

疾病対策活動に不可欠な資機材・薬品の供給は、外部ドナーの援助に依存している。また、保健

省関係者の国内旅費が政府から充当されないため、広い国土をカバーするためのモニタリング活

動が政府職員によって十分に行えない状況である。 

 

表－１ 近隣国との比較 

 平均寿命 

（男性、女性）

1 人 当 た り

GNI（PPP） 

一般政府支出に占

める保健支出割合 

1 人当たり

全保健支出 

全 保 健 支 出

（対 GDP 比）

ミャンマー 50 歳、63 歳 ＄ 510 1.1％（2005） ＄ 43 2.3％ 

カンボジア 59 歳、65 歳 ＄1,550 11.2％ ＄167 6.0％ 

ラオス 59 歳、61 歳 ＄1,740 0.6％（2007） ＄ 85 3.6％ 

出所：WHO, World Health Statistics 2008 他 
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ミャンマー政府の保健政策としては、『国家保健計画 2006-2011 年』の下で、HIV/エイズ、マラ

リア、結核対策は最優先課題のそれぞれ 1 位、2 位、3 位の疾病として位置づけられ、中央レベル

から地方レベルまで、疾病別の垂直的な対策プログラムが形成され活動が行われている。 
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２－３ ミャンマーの主要感染症対策の現状と課題 

２－３－１．HIV/エイズ 

ミャンマーの HIV 感染者は推定 24 万人（UNAIDS, 2009）であり、うち 7 万 4,000 人が抗レ

トロウィルス療法（Antiretroviral Therapy：ART）を必要とし、毎年約 1 万 7,000 人がエイズ関

連の疾患で死亡している。15 歳から 49 歳までの成人人口の感染率は 0.7％（UNAIDS, 2009）

であり、2007 年度には、エイズ発症が成人で 1,680 例、小児で 40 例が報告され、うち 32％が

女性、68％が男性であった。同年に、HIV 感染 3,978 例が報告されており、男女比は 2.4:1 であ

り、大部分が 25～39 歳である。全国の病院からの報告によると感染の原因は性感染（68％）、

静脈注射薬物使用（7.5％）、母子感染（2.3％）、輸血感染（1.8％）、その他（20.3％）であった。

感染者は主にハイリスク人口とされる一部の集団（性産業従事者とその顧客、男性間性接触者、

麻薬注射常用者等）に集中している。毎年 1 万人以上が HIV に新規感染していると推定されて

おり、今後も予防対策活動が重要とされている（UNGASS Country Progress Report, 2009）。ART

のカバー率は 28％（NAP Progress Report, 2009）であり、うち非政府組織（Non-Governmental 

Organization：NGO）の国境なき医師団オランダ（MSF-Holland）が ART の約 7 割を提供してい

る。自発的 HIV カウンセリングとテスト（Voluntary Counseling and Testing：VCCT）サービス

を提供していると報告した団体は 2008 年時点で 21 あるが、HIV テストのかなりの部分が民間

セクターで行われているといわれる（同 UNGASS）。保健省の活動としては、1992 年以後国家

エイズ対策プログラム（National AIDS Program：NAP）が年次定点観測を特定集団［妊産婦検

診を行った妊婦、新規採用軍人、献血者、注射器による薬物乱用者（Injection Drug Use：IDU）、

性産業従事者（Sex Worker：SW）、新規結核感染者、男性とセックスをする男性（Men who have 

sex with men：MSM）］を中心に HIV 感染率の調査として実施しており、2007 年には AIDS/性

感染症（Sexually Transmitled Disease：STD）チームのある 34 のクリニックで 3 万 3,000 人以上

の検査を行った。 

対策実施にあたっては、ミャンマー保健大臣を議長とし副大臣など関連省のメンバーを加え

た国家 AIDS 委員会（National AIDS Committee）の基本戦略に基づき保健省保健局疾病対策課

に属する国家エイズ対策プログラム（National AIDS Program：NAP）が各種活動を行っている。

全体の指針としては、保健省、関係政府機関、国連機関、国内外 NGO、HIV 患者やハイリスク

集団の代表等を巻き込んだ参加型プロセスを経て 2005 年に策定された National Strategic 

Plan2006-2010 を策定しており、最も重要なハイリスク人口への対策や強化すべき課題として、

13 の戦略の方向性を示している（表－2）。 

NAP は、保健局や関係機関のほか NGO や国連機関との連携を図りつつ、全国の 46AIDS/STD

チームを通して HIV 感染予防と AIDS 治療の対策の活動を実施している。 

現在のエイズ対策活動の課題として、主な点は以下のとおりである。 

① 保健省予算が絶対的に不足しているため、HIV テストキットの調達を外部ドナーに依存

しているが、2010 年後半あるいは 2011 年から再開予定の世界基金のプロポーザルには

テストキットが含まれていない。現在は三疾病対策基金（Three Diseases Fund：3DF）か

らの資金で賄っているものの、その支援が途切れたあとは確保できるか定かでない。 

② テストキットや検査資機材等を格納するヤンゴンの国立衛生所（National Health 

Lavoratory：NHL）倉庫は、最近になって国連人口基金（United Nations Population Fund：

UNFPA）が雇用したコンサルタントが着任するまで、過去 20 年余りにわたって NHL 勤
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務の検査技師の管理に一任されており、使用期限ごとに資機材を管理し活用していく体

制が未整備であった。ほかの二疾病と比べても、疾病対策の歴史が浅いエイズ対策にお

いては、このような体制整備の遅れがみられるため、今後 GF 支援が再開する前に、体

系的な資機材管理能力の強化と適正な人材配置が求められる。 

 

表－２ エイズ国家戦略における優先順位づけ 

 
出所：「National Strategic Plan for HIV/AIDS in Myanmar Progress Report 2007」 

 

２－３－２ 結核 

ミャンマーは世界保健機関（World Health Organization：WHO）が定める結核蔓延国（22 カ

国）のひとつに指定されている。表－３のとおり、WHO は、2007 年現在、ミャンマーでは年
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間8万3,000 人（人口10万対171）が新たに結核を発病し、6,300 人（同13）が結核で死亡して

いると推定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミャンマーでは1966年に国家結核対策プログラム（National Tuberculosis Programme：NTP）

が創設され、1994 年には短期化学療法を結核の標準治療とし、1997 年にはWHO が推奨する

直接監視下による短期化学療法（Directly Observed Treatment Short Course Chemotherapy：DOTS）

戦略を採択して、政府のコミットメント、喀痰検査による確定診断、短期集中投薬療法、抗結

核薬の安定供給、患者の記録と治療結果のモニタリングまでを含めた結核対策を開始した。

1997 年当時は全国の60%であったDOTS プログラムの適用地区も2003 年には全国に拡大して

いる。DOTS プログラムでの治療実績をみると、表－4のように年間13万人の患者が治療を受

けており、実際の結核患者数はWHO 推定値を上回るものであることが分かる。ミャンマーで

は、現状において結核患者が減少する段階には至ってはおらず、多剤耐性結核、HIVとの重複

感染などの新たな問題も生じてきている。 

 

出所：Global tuberculosis control：epidemiology,strategy,financing：WHO report 2009

出所：NTP の統計資料

表－３ ミャンマーにおける結核の状況（2007 年 WHO 推定値） 

表－４ DOTS プログラムで治療された患者数（2004～2008 年） 
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２－３－３ マラリア 

マラリアについてはミャンマーの死亡原因の第1位となっているだけでなく、その死亡報告

数はWHO 南東 アジア地域事務局（South-East Asia Regional Office：SEARO）管轄地域のマラ

リア死亡者数の約4 割、36.5％（2006年）を占めており、ミャンマーのマラリア対策はミャン

マー国内だけでなく、東南アジア地域全体の課題となっている。 

 

 

 

表－5 に示すように、2006 年ミャンマー保健省統計では、マラリア罹患数は53万8,110 人、

死亡数は1,647 人であり、罹患率、死亡率それぞれ9.91/1,000 人、2.98/10万人となっている。

ただし、これらの報告症例数は政府系医療機関の統計であり、マラリア流行地におけるアクセ

スの悪さ、自己治療、政府系医療機関以外での治療等を勘案すると、更に多くの人々がマラリ

アに感染している。 

ミャンマー保健省では、国家マラリア計画2006-2010 を策定するにあたり、実際のマラリア

負荷を検討するためこれまでの疫学情報、各種調査研究報告に基づいて推計が行われた。その

結果、罹患数については保健省統計の約2 倍、死亡は約4 倍という結果が導き出された。WHO 

南東アジア地域事務所（SEARO）の報告では、ミャンマーの人口5,660 万人のうち約70％の3,962 

万人がマラリアの危険にさらされており、324 タウンシップのうち284 タウンシップがマラリ

ア高度危険地域とされている。 

ミャンマーにおけるマラリアは、5 月から10 月の雨期前後に流行のピークとなる。また、

表－6 に示すように、全国的に突発流行が発生しており、その主な原因としては表－7 に示す

ように、開発プロジェクト等の経済活動に伴う一次的な人口移動が挙げられる。近年ダム、原

油産業等の開発プロジェクトや政策による新入植地も増加しており、今後更なる対策が必要と

なっている。 

出所：中央 VBDC 資料より作成

表－５ マラリア関連指標全国経年変化（2000～2006 年） 
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また、ミャンマーにおけるマラリアの特徴として、感染が主に山間部で発生しているという

ことが挙げられる。その理由のひとつとして、ミャンマーの主要媒介蚊である「An.minimus」

と「An.dirus」は主に山間部に生息する生態学的特徴をもち、国土を縦断するラカイン・バゴー・

カレン山脈がそれらの媒介蚊に好適地を提供していることが考えられる。 

 ミャンマーにおけるマラリア対策事業は表－8の国家マラリア計画に基づいて、「診断・検査」

「治療」「予防」に対する包括的な取り組みが実施されている。 

「診断・検査」については、患者の早期発見を目標に、末端の基礎保健医療サービスにおけ

る迅速検査の強化を戦略としており、具体的な対策としては、顕微鏡のない地方保健センター

への顕微鏡設置、それに伴う人材育成、また顕微鏡の設置されていないサブ保健センターへの

迅速マラリア検査キットの投入を実施している。現在全国で約半数の農村保健センター（Rural 

Health Center：RHC）に顕微鏡が設置されており、更なる設置を促進するとともに、2006 年度、

2007 年度に中央昆虫媒介性疾患対策（Vector Borne Disease Control：VBDC）にて実施されたマ

ラリア検査研修では、約160 名の助産師等の基礎保健医療サービススタッフが研修を受けるな

ど、人材育成も進んでいる。 

  

出所：中央 VBDC  出所：中央 VBDC

表－７ マラリア発生原因
（1991～2006 年累計） 

表－６ 州・管区におけるマラリア大流行発生状況 
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２－４ ミャンマーの主要感染症対策にかかわる他ドナーの動向 

２－４－１ HIV/エイズ 

 2010 年 1 月現在、国際連合児童基金（United Nations Chirdren's Fund:：UNICEF）、WHO、国

際連合エイズ合同計画（Joind United Nations Programme on HIV/ AIDS：UNAIDS）、UNFPA が国

連機関として、ほかにも国境なき医師団等の国際 NGO がさまざまな分野で活動を行っている。

WHO は、保健セクター全体に係る技術面や政策面での協力が主である。UNICEF は、その支援

規模、コミュニティレベルでの認知度ともに大きな存在感を発揮している。３DF は、資金力

としては大きいものの、３DF を支える EU などの欧州各国の対ミャンマー支援の方針として中

央政府への直接支援を行うことができない。 

 2009 年 11 月に、世界基金第 9 ラウンドへの申請が承認された。HIV 分野については 2011 年

からの 2 年間に、約 4,600 万米ドルの援助が行われる予定である。 

出所：中央 VBDC

 
表－８ 国家マラリア計画（2006～2010 年） 
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２－４－２ 結核 

３DF による資金支援は、WHO を通じて行われている。WHO は、自身では大きな資金をも

った活動は行わず、政策面や技術面で NTP を支援し、ドナー全体の取りまとめを担っている。

国際結核肺疾患予防連合（International Union Against Tuberculosis and Lung Diseases：IUATLD）

はマンダレーにおける HIV/結核の重複感染対策パイロットプロジェクトを実施中であり、また

NTP への顕微鏡など機材供与の支援を行っている。スイス連邦（以下、「スイス」と記す）を

拠点とする国際 NGO の FIND は、検査部門の支援を行っている。2009 年 12 月に、世界基金第

9 ラウンドへの申請が承認され、結核分野については 2011 年からの 2 年間に、約 2,600 万米ド

ルの援助が行われる予定であり抗結核薬をはじめとする資機材支援が主である。 

 

２－４－３ マラリア 

WHO は、HIV 同様、保健セクター全体に係る技術面や政策面での協力を主に行っている。

その他の主要ドナーとしては、UNICEF、3DF が挙げられる。UNICEF はラカイン州、マグウェ

イ管区等を含む全国を対象に蚊帳の供与や、本プロジェクトのフェーズⅠで導入された

Microstratification の全国 80 タウンシップへの拡大等を進めている。3DF は治療薬の供与を行っ

ている。さらに 2009 年 12 月に、世界基金第 9 ラウンドへの申請が承認され、マラリア分野に

ついては 2011 年からの 2 年間に、約 3,300 万米ドルの援助が行われる予定であり国際 NGO と

して、ラカイン州等の国境付近で活動する国境なき医師団オランダ等が挙げられる。 
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第３章 技術プロジェクトの基本計画 
 

３－１ プロジェクト概要 

本協力準備調査の結果を踏まえ、ミャンマー側と協議、精査を行った結果、プロジェクトの枠

組みを以下のとおりとすることで最終合意に至った。その結果を討議議事録（M/M）として取り

まとめ、2010 年 1 月 14 日、日本・ミャンマー双方で署名を行い、本プロジェクトの協力期間は、

2010 年 1 月 19 日から 2 年間延長されることとなった。また、あわせてプロジェクト・デザイン・

マトリックス（PDM）と活動計画（Plan of Operation：PO）の改訂を行い、署名を行った（付属

資料 1. ミニッツ参照）。 

 

３－２ プロジェクトの枠組み 

３－２－１ HIV/AIDS 

(1) 相手国実施機関 

国家エイズプログラム（NAP）、国立衛生研究所（NHL）、国立血液センター（NBC） 

 

(2) 対象地域 

ヤンゴン・マンダレー管区 

 

(3) 上位目標、プロジェクト目標、活動、指標等 

付属資料 1．ミニッツ添付 PDM 参照 

 

(4) 既存 PDM（ver.3）からの変更点 

安全血液及び検査精度の向上に係る活動として、HIV/エイズ対策とともに、献血者の性

感染症のスクリーニング及び治療が追加された。 

性感染症を発症し潰瘍などができると、HIV の感染のリスクは大幅に増加するため、性

感染症対策はエイズ対策の一環としても重要である。特に梅毒（Syphilis）に関しては、ミ

ャンマーで感染率が高い（妊産婦では 1％、一般献血者では 0.1％）にもかかわらず、現状

では献血者のスクリーニング実施率が不十分である。また、その治療薬は安価であるが、

治療を適切に実施する体制を構築することは、HIV 対策にとっても重要であるといえる。

さらに、肝炎ウイルス（B 型肝炎と C 型肝炎）も性交による感染症であるとともに、ミャ

ンマーでの感染率は 10%を超えている。こうした背景より、梅毒・肝炎を想定した「輸血

感染症（Transfusion Transmitted Infection：TTI）」という語を PDM に反映させた。また、具

体的な今後の活動方針としては、ミャンマー側の優先度の高い梅毒から取り組んでいくこ

とで合意した。肝炎についても先方から要望があったが、エイズ対策としての本プロジェ

クトの活動に含めていくのか、今後検討する必要がある。 

梅毒に関して WHO 南東アジア地域事務所（South East Asia Regional Office：SEARO）で

は、2010 年より、HIV/AIDS 及び STD 対策として新生児梅毒対策を進める予定であり

（Elimination of Congenital Syphiris）、ミャンマーもその対象国である。 

今後は、安全血液事業の一環として、国立血液センター（National Blood Center：NBC）

及び国立衛生研究所（National Health Laboratory：NHL）が協力して HIV に加え、梅毒のス
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クリーニングとして、すべての献血実施施設における梅毒の迅速検査（Rapid Test）及び梅

毒検査の外部精度管理を実施する。また、NAP では、HIV 母子感染予防プログラム実施施

設において、HIV 検査とともに梅毒検査を行い、さらに梅毒陽性妊産婦の梅毒治療の実施

を活動に含めた。 

Output3 においては、NAP 職員の能力強化を重要視したい、とするミャンマー側の意向

を踏まえ、人員体制は今後のミャンマーのエイズ対策として最大の課題であることから、

新規着任者研修の支援や、フェーズⅠで好評だったタイ王国（以下、「タイ」と記す）での

第三国研修、また今回新たに追加された性感染症対策関連の研修等を含めることとした。 

さらに、NHL における聞き取りで明らかになったように、三疾病のなかでも対策の歴史

が浅い HIV 対策においては、資機材管理（supply management）が十分に行われてこなかっ

たが、これを新たな課題のひとつとして位置づけ、活動レベルに盛り込んだ。 

 

３－２－２ 結核 

(1) 相手国実施機関 

国家結核対策プログラム（NTP） 

 

(2) 対象地域 

ヤンゴン・マンダレー管区 

 

(3) 上位目標、プロジェクト目標、活動、指標等 

付属資料 1．ミニッツ添付 PDM 参照 

 

(4) 既存 PDM（ver.3）からの変更点 

Output での基本的な内容や構造は変更せず、主には活動 Acitivity での改定を行った。 

既存 PDM の Output1、Output3 の対象をより明確にし、Output1 は NTP セントラル（ネ

ピトー）、Output3 をヤンゴン、マンダレーにおける結核活動の強化とした。Output1 には、

計画より進行が遅れている全国有病率調査に関連した活動を主に盛り込んだ。また、中央

NTP におけるデータ管理能力の充実は喫緊の課題であるので、それも活動に入れた。 

Output2 は結核ラボ（上下レファレンスラボ）の強化とし、これまで活動の中心であっ

た外部精度管理（External Quality Assurance：EQA）の拡大に加えて、「新たな診断方法の

導入」を追加した。これは、発光ダイオード（Light Emitting Diode：LED）を応用した安

価な蛍光顕微鏡装置が商品化され、この 2、3 年で従来の抗酸菌染色法（Ziehl Neelsen 染色

法：ZN 法）による光学顕微鏡に取って代わる可能性があること、また、結核ラボに新し

い診断技術を導入する研究が活発化しており、近い将来、血液などでより容易に診断でき

る技術が実用化される可能性を反映させたものである。また、結核担当官と同じく結核ラ

ボ担当者の定例会を支援してほしいとの要望に応える形で、これを活動に盛り込んだ。こ

れにより、担当者間の情報共有が容易となり意思疎通が促進されると期待される。さらに、

ラボそのものの技術ではないが、国家結核ラボとしての情報管理能力強化を明記した。具

体的には、全国の州管区からの EQA 情報が集積され、分析に供することが可能となる。 

Output3 には「Stop TB Strategy に則した」の文言を入れ込むことで、塗抹陰性結核対策
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や接触者検診、積極的患者発見も含んだ活動を盛り込んだ。特に、胸部 X 線診断は塗抹陰

性結核の診断には必須の機器で、撮影・現像技術の向上による画質の改良、読影する医師

の画像診断技術の向上が不可欠となるので、これらの能力強化をここに含めた。また、更

なる塗抹陽性患者の発見に努めるために、Station Hospital への結核ラボの導入、村落への

アウトリーチ活動なども活動に含んだ。将来更にプログラムの内容拡大が必要なときには、

多剤耐性（Multi Drug-Resistant：MDR）対策などもここに盛り込むことができる。 

Output4 は官民連携（Public Private Partnership：PPP）関連であるが、フェーズⅠの目標

の「導入」から、今後はその「強化」へ表現を変えた。プロジェクトはモデル地区におけ

る直接支援からは手を引き（ミャンマー医師会に活動を移譲）、今後は民間医療機関におけ

る更なる患者発見向上をめざして、中央レベル、及びヤンゴン、マンダレーでの PPP 強化

会議の開催支援に移行することとした。 

Output5 はいわゆる啓発活動であるが、コミュニティインボルブメント、ジャーナリス

ト会議の支援などを盛り込んだ。より住民に近い場所への結核プログラムの浸透、及び、

強力な支援者となり得るマスメディアの意識的な巻き込みを狙ったものである。コミュニ

ティインボルブメントに関しては、まずは JICA の得意とするモデル開発を先行させ、将

来的に GF 等の資金が得られたらそれを拡大したいとのミャンマー側の意向を反映させる

形とした。 

 

３－２－３ マラリア 

(1) 相手国実施機関 

国家マラリア対策プログラム（NMCP） 

 

(2) 対象地域 

東西バゴー管区、マグウェイ管区、ラカイン州 

 

(3) 上位目標、プロジェクト目標、活動、指標等 

付属資料 1．ミニッツ添付 PDM 参照 

 

(4) 既存 PDM（ver.3）からの変更点 

無償資金協力の対象となる 4 州管区（東西バゴー管区、マグウェイ管区、ラカイン州）

に合わせて、対象地域を 4 州管区に拡大することとした。今後は、新規に開始される 2 州

管区に重点を置き、無償資金協力による資機材の有効活用を促進するため、本プロジェク

トで導入された報告、在庫管理、モニタリングシステムを活用して無償資金協力の投入を

適切にモニタリングすることを PDM の活動レベルに反映させ、技術協力と無償資金協力

の相乗効果を図ることとする。 

過去 5 年間にわたって展開してきたバゴー管区でのタウンシップベースモデルの成果を

踏まえ、今後は地方分権化される可能性を見込んだ州管区レベルにおける VBDC スタッフ

の能力強化にシフトしていく必要性を認めつつ、基本的な活動内容としてはフェーズⅠと

大きな変更はなく、バゴーでのモデルを 4 州管区に拡大することが延長期間の目標である。

したがって、研修会等により、フェーズⅠでバゴー管区に導入されたタウンシップレベル
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のマラリア対策パッケージの定着化、新規対象地域における導入が主な活動となる。さら

に、このようなモデルの普及活動を今後ミャンマー政府自らが実施できるようにするため

の、活動展開のためのマニュアル化（文書化）が必要であり、この点を活動レベルに追加

した。 

GF 支援が再開した際には、これまでの JICA 支援内容との重複が発生することが予想さ

れるため、他の開発パートナー（ドナー）との調整や連携を今まで以上に強化していく必

要がある。このため Output レベルにおいて、他ドナーとの援助協調を挙げた。また、これ

までも森林局等の保健省以外のミャンマー側機関との協調がマラリア対策の成果を生んで

きたが、他ドナーがカウンターパートとしない、こうした他省庁にもパイプをもつ JICA

の優位性を生かせる他セクターとの連携アプローチは、今後 GF を中心とした他ドナーが

ひしめくなかでも異色の成果を生むことが期待される。したがって、これをドナー協調と

あわせて Output レベルで前面に押し出すこととした。 

 

３－３ プロジェクト実施上の課題と留意点 

(1) プロジェクトの実施体制 

当初は 2010 年 1 月にフェーズⅠが終了される予定であり、フェーズⅡの開始には少なくと

も数箇月を要するとみられていたが、既に延長期間に突入し、先方関係者のプロジェクト活

動への意欲も高まっているなか、作成されたばかりの活動計画にあわせて、早急に日本人専

門家派遣をはじめとする実施体制を整える必要がある。その際、延長期間全体の業務量・新

規に加わる業務量・現地スタッフに委ねられる業務内容・量等を勘案しながらの検討が求め

られる。さらに、日本人専門家の派遣予定とあわせて、延長期間内の業務遂行に必要な適性

を有する現地プロジェクトスタッフの確保が急務である。 

 

(2) フェーズⅡ開始に向けた早期の準備 

延長期間後半に実施が見込まれる終了時評価 2/フェーズⅡ詳細計画策定調査において、今

回の改訂の対象とならなかったプロジェクト目標以上の PDM の文言を改めて見直す必要が

ある。さらに、フェーズⅡ実施に際しては、今年（2010 年）予定されている総選挙の時期並

びにその結果によって中央・地方行政にどのような変化があるのか見極めるなど、現地日本

大使館や JICA 事務所との一層密接な情報交換が求められる。 

 

(3) 世界基金（GF）の支援再開の影響 

実際に GF の資金が投入されるのは 2011 年後半以降といわれているが、三疾病対策に関し

て本プロジェクトとは比較にならない巨額の支援が入る予定である。それ自体はミャンマー

国民にとって歓迎すべきことであるが、その支援の運営に際して必要な人材が、JICA のプロ

ジェクト内、あるいはただでさえ人材不足が深刻化する政府保健省から引き抜かれるような

事態になると、プロジェクトの円滑な遂行のために、事前の関係ドナー会議での調整・情報

交換が非常に重要になると思われる。また GF 撤退を機に設立された 3DF についても、本調

査期間中において、援助継続が検討されていると確認されたことから、今後の動向に引き続

き注視していく必要がある。 

そのほか、GF 支援再開に関して、三疾病に共通した課題として必要資機材の在庫管理の
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問題（十分な容量の管理場所の確保、管理人員体制、管理システムの構築等）が調査によっ

て明らかになったことから、延長期間及び検討中のフェーズⅡの活動において同分野への協

力を検討する必要がある。 

 

(4) 無償資金協力との連携 

本プロジェクトは、「結核対策プログラム薬品機材整備計画」（2011 年分の成人用抗結核薬

を供与予定）、「マラリア対策計画」（現在実施中。主に検査キット、治療薬、蚊帳等の供与）

など、無償資金協力によるリソースと効率的な連携を図ることが期待されている。 
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第４章 評価５項目による評価結果 
 

４－１ 総括 

 本案件は、2009 年 7 月の終了時調査のあとに延長の方針が固まったため、今回の調査は延長に

関するミャンマー側との合意形成を一番の目的とするところであった。まず、調査団はヤンゴン

での日本人関係者との会議のあとに首都ネピドーに向かい、先方保健局長との協議において、2

年間の延長と、延長期間の活動内容について既存 PDM（vers3）の改訂を行うことにつき速やか

な合意を得た。他方、延長期間の 2 年間は、プロジェクト活動を展開し成果を得るには極めて短

いため、その後 3 年間のフェーズⅡをその間に双方準備することも協議議事録（ミニッツ）に盛

り込むことで合意した。 

 その後、調査団は疾病ごとにチームに分かれて現地調査を行い、再びネピドーに関係者が集っ

た際には、上記の協議結果をもとに、延長分 2 年間の PDM（既存 ver3 の改訂）と 2 年間の活動

計画表（PO）を疾病ごとに作成することとした。その際、延長 2 年間の PDM 作成はあくまで既

存 PDM の改訂であることから、プロジェクト目標や上位目標は変更しないこととし、フェーズ

Ⅰでの積み残し課題及びフェーズⅠでの活動の深化・拡大の内容については Output 以下の項目の

表現に修正を加えることで整理した。また、フェーズⅡの 3 年間を見据え、時間が許す範囲で全

体 5 年間分の PDM 作成についても疾病別の作業チームに分かれて協議を行った。さらに、可能

な範囲で、2010 年度の活動内容について詳細計画についても検討を行った。 

 関係者による協力の結果、協議議事録及び添付資料の PDM、PO はほぼ順調に作成され、協議

議事録の署名は主要関係者の出席の下滞りなく行われた。また、これまで展開されてきたプロジ

ェクト活動の継続性を確保することが極めて重要であっただけに、今回の延長が決定されたこと

に対して、ミャンマー側から厚い感謝の意が示された。さらに、WHO、UNICEF 等の関連ドナー

へのインタビューにおいても、本プロジェクトの日本人専門家の活躍ぶりが確認され、プロジェ

クト延長の決定を歓迎する旨の発言が複数聞かれた。 

 以上により、今回の協力準備調査は、全体として所期の目的を果たすことができたと総括する。 
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４－２ 調査概要 

(1) 全般 

基本認識と方針 結 果 

１．本調査は、プロジェクト終了後、2 年間の延長が

行われ、フェーズⅡの速やかな正式採択を経て引き

続き 3 年間の協力が行われることを想定し、今後計

5 年間の協力内容について活動計画を策定し、事前

評価に準じた 5 項目評価を行ったうえで、PDM と PO

に取りまとめ署名交換することを目的とする。 

 

 

JICA ミャンマー事務所における会議、

及び先方との協議の結果、全体 5 年間

の支援を想定しつつも、延長 2 年間分

の PDM と PO をそれぞれ作成し、協

議議事録に添付して署名交換を行っ

た。5 年分またはフェーズⅡ用 PDM

については協力準備調査の成果品と

して報告書（和文）に残すこととする。

２．今後の協力においても、フェーズⅠと同様、疾病

ごとに PDM を作成し、三疾病対策が１つのプロジェ

クトとしてプロジェクトリーダーの全体統括の下、

協力を行う形態をとることとする。 

関係者全員の理解を得た。 

 

３．2 年間の延長期間においては、終了時評価での指

摘等を踏まえてフェーズⅠで残された課題に集中的

に取り組みつつ、これらの課題とともに取り組むこ

とでより大きな効果の発現が期待される新たな分

野・地域・対象等についても協力範囲として検討す

る。 

対象方針に沿って、各疾病の最新 PDM

を見直し、Output 以下を改訂した。 

 

 

４．フェーズⅠの延長は、終了時評価の提言に従って

フェーズⅠの PDM の表現（プロジェクト目標含む）

を実際の活動内容に即した形に修正することを妨げ

ない。 

プロジェクト目標以上は修正しなか

った。日本側の投入や外部条件につい

ては見直した。 

 

５．延長期間においても、フェーズⅠと同程度のフル

スケールの協力が可能であることを想定して調査を

行う。 

対処方針どおり。 

 

項目 課題、協議論点 対処方針 結 果 

【共通】 

GF（世界

基金）の

動向 

 

NGO への支援を主とした

GF ラウンド 9 への申請が

2009 年 11 月に承認され

た。 

GF の申請内容を把握し、

最終承認されると見込ま

れる部分を特定するとと

もに、協調の可能性を模索

する。さらに、GF 再開に

係る C/P の業務に関し、先

方のニーズに応じて技術

的支援を検討する。 

GF 支援再開を前に、各疾

病対策の資機材管理シス

テムの整備が急務である

ことが明らかとなったた

め、今後プロジェクトにて

支援を検討する。GF 支援

内容の詳細は得られなか

ったが、実施人員体制は大

きな課題とみられる。 
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(2) HIV/エイズ 

項目 課題、協議論点 対処方針 結 果 

【HIV】 

プロジェ

クト目標 

要請書では、安全血液の活

動を展開したフェーズⅠ

を発展させ、HIV に加えて

輸血感染症（TTI）、具体的

には梅毒を対象とした活

動が含まれている。また、

NBC と NHLは肝炎も含め

たい意向、との情報あり。

HIV 以外に、どの疾病を対

象として取り組むのか、疾

病ごとの社会的・経済的負

荷の大きさ、HIV との関

連、安全血液における重要

性等から検討し、関係者と

合意形成を図る。 

延長期間の TTI について、

梅毒を含めるが、優先順位

の低い肝炎は含めない方

針として先方の合意を得

た。 

フェーズ

Ⅰの課題 

終了時評価時には、全国 7

カ所の基幹病院のうちパ

テイン（1.15％）、ミッチ

ーナー（2.05％）、マグウ

ェイ（0.73％）の 3 カ所に

おいて、献血者の HIV 感

染率が目標値（＜0.5％）

に届いていなかった。 

指摘のあった 3 カ所の病

院については、その理由が

7 月派遣の短期専門家に

よって既に明らかにされ

ている。本調査では、この

3 病院の状況について改

めて確認し、目標値に達し

ていない場合には、延長期

間中に対策がとれるよう

考慮し PDM と PO に反映

させる。 

延長期間に対策がとれる

よう、安全血液の推進を強

化する具体的な活動を

PDM に盛り込んだ。 

協力の方

向性 

1. 対象地域 

フェーズⅠでは全国を

対象とした活動を行って

きたが、今回の要請書で

は、ヤンゴンと優先度の高

い州管区となっている。 

 

 

 

対象地域の絞り込みが必

要か、ミャンマーの HIV

状況や他ドナーの動きに

関する情報を収集しつつ

C/P と整理が必要。PDM

では全国を対象としつつ、

HIV 感染率の高い地域か

ら優先的に取り組むなど

の方策も含めて検討する。 

対象地域の絞り込みにつ

いては具体的な協議を行

わなかった。 

 

 

 

 

 

 

2. フェーズⅠの深化 

ART を受けているエイ

ズ患者は全体の 20～30％

程度であり、患者が見つか

っても治療が行き届かな

い現状がある。 

 

 

治療よりも安全血液を中

心に据えた感染防止・診断

力の向上を核とした協力

を継続する。具体的には、

①血液安全のため献血者

登録制度等 NBC を通じた

全国 7 拠点病院の中核

化・地域での拠点化、②

対処方針どおり。特に、

AIDS/STD チームの強化

については、保健省保健副

局長からも、NAP の能力

強化について希望が寄せ

られたことから、NAP 職

員の第三国（タイ）研修や

TOT など、NAP 強化のた
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項目 課題、協議論点 対処方針 結 果 

 

 

 

 

 

 

NHL を通じた、より末端

レベルにおける検査能力

強化、③中央レベルと末端

レベルの中間に位置する

AIDS/STD チ ー ム と

Regional Officer の能力強

化により、フェーズⅠの活

動成果の深化・定着を図

る。 

めの具体的な活動を増や

して PDM に盛り込んだ。

 

 

 

 

3．NAP 人員体制 

フェーズⅠの後半より、

世代交代や辞職による

NAP 体制の脆弱化が懸念

されていたが、現在新規採

用者の研修等、新体制づく

りが進んでいる。 

新体制づくりに協力する。 上記のとおり、NAP 新体

制づくりに貢献する。 

他ドナー

との連携 

 

・ WHO：主に技術支援 

・ 3DF：主に NGO への

資金支援 

・ UNAIDS：HIV 関連の

統括業務を支援 

・ 各ドナーと協議のう

え、情報・意見交換を

行う。 

・ 梅毒に係る WHO のイ

ニシアティブ ECS 

(Eliminating 

Congenital Syphilis）へ

の貢献が見込まれる

内容とした。 

・ 各ドナーとも延長を 

歓迎。引き続き情報共

有を行っていくこと

とした。 

 

(3) 結核 

項目 課題、協議論点 対処方針 結 果 

【結核】 

プロジェ

クト目標 

 

 

要請書では、プロジェクト

対象地域がフェーズ１と

同じヤンゴン・マンダレー

管区となっているものの、

要請書添付の PDM による

と結核菌検査の活動（EQA

研修、ラボ監督活動）にお

いては他地域も含まれて

結核患者の集中度が依然

高いと推定されるヤンゴ

ン・マンダレー管区への支

援に限定する方向でミャ

ンマー側と調整を図る。 

結核患者の集中度が依然

高いと推定されるヤンゴ

ン・マンダレー管区への支

援を中心とすることで合

意を得た。 
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いる。 

 

フェーズ

Ⅰの課題 

プロジェクト目標の指標

とされた治癒率（ Cure 

Rate：CR）がいまだ目標

値 85％に届いていない。

目標に達していた患者発

見 率 （ Case Detection 

Rate：CDR）や治療成功率

（Treatment Success Rate：

TSR）の更なる上昇とあわ

せて、CR 改善のための活

動を計画する。 

CR 改善のためには包括的

な結核対策が必要との共

通認識の下、具体的活動を

検討した。 

協力の方

向性 

フェーズⅠの成果を深

化・定着させる。 

末端レベルでのサービス

の維持・向上のため、中核

となる 2 カ所の結核レフ

ァレンスラボ及び郡の結

核対策チームに支援を注

力し、PPM の拡大やコミ

ュニティ DOTS を視野に

入れた、より現場に近い人

材能力強化、システム構築

をめざす。ラボについて

は、診断能力強化等も含め

た検査室全体のマネジメ

ント向上、検査サービス改

善の方策を検討する。 

基本的に対処方針どおり

であるが、実施が遅れてい

る有病率調査への支援や

中央レベルでのデータ管

理能力強化のニーズを踏

まえ、それらを反映した。

検査に関しては、フェーズ

Ⅰの EQA 強化を残しつ

つ、新技術の導入も視野に

入れた表現とした。 

他ドナー

との連携 

・ WHO：技術支援 

・  結核予防会（Japan 

Anti-Tuberculosis 

Association： JATA）：

技術支援 

・ 3DF：抗結核薬、NGO

への資金支援 

・ IUATKD：マンダレー

で HIV 重複感染対策 

各ドナーと協議のうえ、情

報・意見交換を行う。 

いずれのドナーも、政府州

管区レベル以上に直接技

術支援する方針または資

源を欠くなかで JICA への

期待を表明し、今後とも情

報共有を行うことで合意。

無償との

連携 

無償資金協力によって

2011 年分の成人用抗結核

薬が供与される見込みで

ある。 

供与された抗結核薬が、引

渡し倉庫から先に計画的

に配布され使用されるよ

う、プロジェクトとしてモ

ニタリングを行う。また、

2011 年の成人用抗結核薬

について他ドナー（GF 等）

抗結核薬の供給システム

は、三疾病のなかでは最も

整っているが、GF 支援再

開も控え、在庫管理を

PDM の活動項目に加え

た。 
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による調達と重複が出な

いよう注視する。 

 

(4) マラリア 

項目 課題、協議論点 対処方針 結 果 

【マラリア】 

プ ロ ジ

ェ ク ト

目標 

フェーズⅠの PDM は、プ

ロジェクト目標と成果と

の関連性やその解釈が一

様にできない設定となっ

ていた。 

プロジェクト目標の立て方や

その表現について、ミャンマ

ー側と協議し認識を共有する

必要がある。 

プロジェクト目標は変

更しない全体方針に従

ったが、output 以降で内

容を整理した。 

フ ェ ー

ズ Ⅰ の

課題 

タウンシップを基盤とし

たコミュニティベースの

マラリア対策モデルは、フ

ェーズⅠの対象地域バゴ

ー管区では成果を上げた

が、他地域に適用するため

の標準手順書が未整備で、

汎用性のある形に整理さ

れているとはいえない。ま

た、資機材在庫管理システ

ムの運営やモニタリング

について更なる技術移転

が必要であることが終了

時評価で指摘された。 

・ コミュニティベースのマ

ラリア対策を新たな対象

地域にて実施していくた

めの標準手順書の作成が

必要。 

・ バゴー管区における技術

移転の進捗と定着度につ

いて確認し、支援が必要な

部分を特定したうえで計

画づくりを行う。 

・ 標準手順書の作成

を延長期間の早い

時期に仕上げる予

定とした。 

・ フェーズⅠで支援

してきたバゴーの

16 タウンシップに

ついては、C/P の実

施能力の向上もみ

られ、今後は側面的

な支援を中心とす

ることで合意した。

協 力 の

方向性 

フェーズⅠの成果を踏ま

え他地域への拡大を行い

つつ、中央から地方レベル

までの能力強化を図る。 

以下を整理して活動計画を立

てる。 

・ バゴー管区対象地域での

モデル定着。 

・ 標準手順書の作成。 

・ 対象地域を 4 州管区に拡

大し、新対象地域でモデル

タウンシップを選択し

徐々に拡大する方針とす

る。 

・ モデル定着後のバゴー管

区への支援内容や規模に

ついて整理が必要。 

これまで支援してこな

かったバゴー管区 12タ

ウンシップ（TS）には

支援が必要だが、4 州管

区の全 70TS のうち、マ

ラリア発生数等を考慮

して最優先で支援すべ

き 12TS、優先９TS が選

ばれた。支援内容に軽

重をつけることで、対

象地域拡大後もこれま

でと同規模の予算で活

動を行う。 
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項目 課題、協議論点 対処方針 結 果 

他 ド ナ

ー と の

連携 

・ WHO 

・ 3DF 

・ UNICEF 

各ドナーと協議のうえ、情

報・意見交換を行う。 

オペレーショナルリサ

ー チ （ Operational 

Research：OR）実施や

専門家による技術支援

など、JICA ならではの

支援に改めて期待が寄

せられた。 

無 償 と

の連携 

4 州管区を対象としたマラ

リア対策資機材が到着済

み、ソフコン実施中。 

効果的かつ効率的な資機材の

活用が行われるよう、モニタ

リングを行う。 

対処方針どおり。 

 

(5) プロジェクト活動の整理及び今後の展開（構想レベル）1 

1) HIV/エイズ  

a) フェーズⅠ（2005 年 1 月～2010 年 1 月） 

活動地域：全国  

活動内容：NAP、NHL、 NBC の連携促進、中央レベル中心 

・ 献血者登録者制度の導入と拡大 

・ HIV 外部精度管理（EQA）の導入と実施検査室数の拡大 

・ AIDS/STD チーム能力強化研修 

 

b) 延長期間（2010 年 1 月～2012 年 1 月） 

活動地域：全国  

活動内容：三者連携強化、全国７基幹病院の中核化、梅毒 

・ 質の向上のための献血者登録の拡大 

・ 献血血液のスクリーニング対象疾患に梅毒を追加 

・ HIV 及び梅毒検査の外部精度管理（EQA）実施検査室数の拡大 

・ HIV の感染を軽減するための母子感染予防検査時の梅毒スクリーニングと治療 

・ AIDS/STD チーム能力強化研修の継続 

 

c)  フェーズⅡ（2012 年 1 月～2015 年 1 月） 

活動地域：全国  

活動内容：活動の深化＋肝炎、HIV/結核重複感染 

・ 安全血液の推進、検査精度管理、AIDS/STD チーム能力強化について質の向上、

数の増大 

・ 安全血液の活動として、TTI（輸血感染症）である B 型・C 型肝炎を対象疾病

に追加 

・ HIV と結核の重複感染対策 

                                                        
1 協議結果を踏まえて、これまでの活動内容の整理と今後の構想をまとめたもの。 
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2) 結核 

a)  フェーズⅠ（2005 年 1 月～ 2010 年 1 月）  

活動地域：ヤンゴン管区・マンダレー管区  

活動内容：パイロット活動、中央レベル中心 

・ オペレーショナルリサーチや有病率調査への支援を通じた NTP スタッフの能

力強化 

・ LQAS(lot quality assurance sampling)を用いた EQA の導入等、結核検査業務の質

の向上 

・ ヤンゴン・マンダレーの各 2TS における官民連携のパイロット活動 

・ 結核に係る啓発活動（パンフレット・ポスターなどの開発、印刷） 

 

b)  延長期間（2010 年 1 月～2012 年 1 月） 

活動地域：ヤンゴン管区・マンダレー管区  

活動内容：活動の深化＝上下結核センター強化、塗沫陰性結核対策、高リスクグルー

プ対策・村落アウトリーチ活動 

・ オペレーショナルリサーチや有病率調査への支援を通じた NTP スタッフの能

力強化 

・ レファレンスラボ及び下位レベルラボの診断能力強化、検査環境の整備 

・ 塗沫陰性結核対策（胸部Ｘ線診断等） 

・ 官民連携強化会議の支援による官民連携の促進 

・ 結核に係る啓発活動（積極的なマスメディアの巻き込み） 

 

c)  フェーズⅡ（2012 年 1 月～2015 年 1 月） 

活動地域：ヤンゴン管区・マンダレー管区  

活動内容：活動の深化＝上下結核センター強化、塗沫陰性結核対策、高リスクグルー

プ対策・村落アウトリーチ活動、コミュニティ参加の促進 

・ オペレーショナルリサーチ等を通じた NTP スタッフの能力強化 

・ レファレンスラボ及び下位レベルラボの診断能力強化、検査環境の整備 

・ 塗沫陰性結核対策（胸部Ｘ線診断等） 

・ 官民連携強化会議の支援による官民連携の促進 

・ 結核に係る啓発活動（積極的なマスメディアの巻き込み） 

 

3) マラリア 

a)  フェーズⅠ（2005 年 1 月～2010 年 1 月） 

活動地域：東西バゴー管区（16 タウンシップ）  

活動内容：コミュニティベースのマラリア対策パッケージの導入と対象地域内での普

及、タウンシップレベル 

・ マラリア発生度に応じた地域の階層化による効果的・効率的なマラリア対策資

機材の配布 

・ 抗マラリア薬の在庫管理システム機能強化、及び同システムを用いたマラリア
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流行予測 

・ マラリア発生報告システムの開発と普及 

・ オペレーショナルリサーチや研修を通じたスタッフ能力強化 

・ 森林局との連携活動 

 

b) 延長期間（2010 年 1 月～2012 年 1 月） 

活動地域：ラカイン州、マグウェイ管区、東西バゴー管区（70 タウンシップ）  

活動内容：対象地域の拡大、州管区レベル中心 

・ マラリア対策パッケージの標準手順書の整備 

・ 優先度の高いタウンシップ（TS）へのマラリア対策パッケージの導入と定着化 

・ オペレーショナルリサーチや研修を通じたスタッフ能力強化 

・ 森林局や建設プロジェクトなど他セクターとの連携活動を通じた高リスク人口

への対策 

 

c) フェーズⅡ（2012 年 1 月～2015 年 1 月） 

活動地域：全国  

活動内容：中央・政策レベルへの技術支援 

・ マラリア対策パッケージの標準手順書・研修等を通じたパッケージの全国展開 

・ GF 支援による資機材の効果的・効率的利用のための政策立案支援 

・ 森林局や建設プロジェクト等他セクターとの連携活動を通じた高リスク人口へ

の対策 

 

４－３ プロジェクトの事前評価 

本協力準備調査を通して策定したプロジェクトの基本計画について、評価 5 項目に基づく評価

を以下のとおり行った。 

 

４－３－１ 妥当性 

本プロジェクトの妥当性は、以下の観点から非常に高いと判断される。 

 

(1) 国際政策との整合性 

・ ミレニアム開発目標（Millenium Development Goals：MDGs）の 8 つの目標のうち、HIV

と結核はゴール 6「HIV/AIDS、マラリア、その他の疾病の蔓延の防止」、マラリアは

ゴール 8「マラリア及びその他の主要な疾病の発生を 2015 年までに食い止め、その後

発生率を減少させる」において対象とされている。 

 

(2) 国家政策及び保健省政策との整合性 

・ ミャンマーにおいて、HIV/AIDS、マラリア、結核の三疾病はいずれも「国家保健計画

2006-2011」において重大疾患として位置づけられている。この枠組みの下、疾病ごと

に 5 カ年計画（HIV：“National Strategic Plan on HIV and AIDS 2006-2010”、結核：“National 

TB Strategic Plan 2011-2015”、マラリア：“National Strategic Plan for Malaria Prevention and 
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Control 2006-2010”）が策定されている。 

 

(3) 日本の援助政策との整合性 

・ わが国は、2003 年 5 月 30 日にスー・チー女史がミャンマー政府当局に拘束されて以

降の状況にかんがみ、新規の経済協力案件については基本的に見合わせる措置をとっ

ている。一方で、①緊急性が高く、真に人道的な案件、②民主化・経済構造改革に資

する人材育成のための案件、③CLMV 諸国［ASEAN 新規加盟国、CLMV は、それぞ

れカンボジア王国、ラオス人民民主共和国、ミャンマー及びベトナム社会主義共和国

（以下、「カンボジア」「ラオス」「ベトナム」と記す）の頭文字］もしくは、ASEAN

全体を対象とした案件については、ミャンマーの政治情勢を注意深く見守りつつ、案

件内容を慎重に吟味したうえで順次実施することとしている。本案件は②に該当する。 

 

(4) 支援分野における日本及び JICA の優位性 

・ ドナーが限られたミャンマーの保健セクターにおいて、中央政府に直接支援できる日

本の優位性は極めて高く、三大感染症に係る中央政府への支援を通じて保健システム

の強化を行っている。 

・ 他省庁と関係を構築しているため、現地のニーズや課題の特性に応じて、保健に特化

した他機関では困難となりがちな、セクターや省庁の垣根を越えた活動が可能である。 

・ オペレーショナルリサーチなど、他機関で支援の「量的拡大」を行う前提となるモデ  

ル構築や対策手法の有効性確認等の活動を支援する体制（技術力等）を備えている。 

 

４－３－２ 有効性 

本プロジェクトの有効性は、以下の観点から高いと判断される。 

 

(1) HIV 

HIV に加えて性感染症を含めることで、HIV の感染予防を図るとともに、安全血液の強

化に資する、より包括的なプロジェクトデザインとなっている。安全血液・検査精度管理

の強化、人材育成の 3 つの柱により、HIV 対策体制の基盤強化が期待できる。 

 

  (2) 結核 

対象地域を、結核患者の集中度が高いヤンゴン・マンダレー管区に絞っている。両管区

における結核対策が改善されるというプロジェクト目標達成のために設定した 5 つの成果

は、保健省中央（National Tuberculosis Program：NTP）・上/下ミャンマー結核センター・レ

ファランスラボをはじめ、対策を担う主要各機関の活動を含むもので、より積極的な患者

発見や Stop TB Strategy に沿った対策の実施により、効率的かつ効果的なプロジェクト目標

の達成が見込まれる。 

 

  (3) マラリア 

無償資金協力の対象地域とあわせることで、ミャンマーにおいてマラリアの問題がひと

きわ大きいラカイン州を含む地域をカバーし、フェーズⅠで成果を上げたモデルの導入と
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定着・強化に必要な活動を盛り込んでおり、この計画の実施を通して、マラリア対策プロ

グラムの強化が期待できる。 

 

４－３－３ 効率性 

本プロジェクトは、以下の観点から効率的な実施が見込める。 

・ フェーズⅠの成果を生かして、日本人専門家の派遣期間を必要最低限におさえ、現地人

材を最大限に活用しながら、変化の多いミャンマーの現場のニーズや状況に柔軟に対応

している。 

・ 無償資金協力の「マラリア対策計画」（2008 年 9 月 E/N）によるマラリア資機材の供与、

「結核対策プログラム薬品機材整備計画」（2010 年 2 月閣議）による抗結核薬の供与に

関連した活動を含めることで、技術協力プロジェクトと無償資金協力との相互補完的な

連携が図られることが期待される。 

 

４－３－４ インパクト 

本プロジェクトの実施により、期待されるインパクトは以下のとおりである。 

・ 三疾病対策を通じて、中央レベルから州管区・タウンシップに至るモニタリング強化や

人材育成が促進され、保健システムの底上げ、及び強化が行われる。 

・ 特に、州管区レベルは、今後保健セクターの地方分権化が実施される場合には極めて重

要な役割を期待されることから、三疾病対策における末端レベルのデータ収集や収集さ

れたデータの分析、またモニタリング活動へのフィードバックなど、州管区レベルでの

各種活動が、今後起こり得る変化に対して、より適切に対応するための一助となること

が期待される。 

 

４－３－５ 自立発展性 

以下のとおり、本プロジェクトは、相手国政府によりプロジェクト終了後も継続されると見

込まれる。 

 

(1) 政策・制度面 

ミャンマー政府は、MDGs 達成に向け、疾病ごとの戦略計画に沿って、各疾病対策を引

き続き重要課題として取り組んでいくことが見込まれる。ただし、安全血液や性感染症対

策に関しては、現時点で政策的に優先順位が高いとはいえず、プロジェクト終了後の自立

発展性を確保するためには、プロジェクト活動によってミャンマー側の認識を高め、政策

面への反映を促すことが必要になる。 

 

(2) 組織面 

・ 各疾病対策の中核となる各レベルの機関の能力強化を図ることにより、プロジェクト

終了後もこれらの機関を中心に、技術波及が進んでいくことが見込まれる。 

・ ミャンマー保健セクターにおける恒常的な人材不足は、大きな課題である。しかしな

がら、PPP の拡大、コミュニティの参加促進など、新たな人的資源の開発・動員に努

めることにより、ミャンマーの三大疾病対策を支える人材の裾野が広がり、特に末端
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レベルでの組織体制の整備が進んでいくことが期待される。 

 

 (3) 財政面 

ミャンマー政府による保健分野への独自予算の配分は、依然として不十分である。他方、

2009 年 11 月の GF によるミャンマー支援再開の決定により、今後、三疾病対策に対する支

援が行われる予定である。より長期的な視点に立てば、保健省は今後も自国予算の確保、

ドナー支援の模索を続けていくことが求められる。 

 

(4) 技術面 

三疾病いずれにおいても、ミャンマー側の技術レベル、現地の状況に合わせた協力内容

となっており、必要な人員及び予算の確保がされる前提に立てば、プロジェクト終了後も

自立発展していくことが期待できる。 
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